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有期労働契約研究会中間取りまとめより①
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有期労働契約研究会中間取りまとめより②
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【参考】雇用の安定・創出に向けた枠組み（イメージ）

○ 労使による雇用維持・
雇用確保策

公的職業訓練の拡充

職業紹介機能の強化
雇用調整助成金

雇用保険の見直し

公的職業訓練中の生活支援策

マッチング機能の強化
（労働移動の円滑化）

雇用維持支援の強化

労働市場全体

企業内 雇用・創出分野

○ 介護・農業など人手不足
分野における多様な
経営体の参入促進

○ 環境・エネルギー分野
における積極的な国内
外での事業展開

雇用のセーフティネットの強化

企
業
の
役
割

政
府
の
役
割

出典：（社）日本経済団体連合会「2010年度版経営労働政策委員会報告」より


